
�兵庫県加⻄市政策部政策課
�TEL�0790-42-8700
�メール�seisaku@city.kasai.lg.jp 加⻄市 医師確保奨学⾦

詳しくはホームページをご覧ください。

奨学⾦のポイント

②⼊学⽀度⾦

①⽉額貸付⾦ 

100100

 兵庫県加⻄市では、市⽴加⻄病院で勤
務する医師の確保を図るため、奨学⾦制
度を設けて、奨学⽣を募集します。
 この制度は、奨学⾦の貸付けを受けた
医学⽣が、市⽴加⻄病院の医師として貸
付期間と同期間、常勤医師として勤務し
た場合、奨学⾦の返還が免除される制度
です。

奨学⾦制度とは

�[�市⽴加⻄病院概要�]
�
�・病床数 
���199床（⼀般病床94床、
���地域包括ケア病床99床、感染症病床６床）
�・診療科⽬
���内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科 
���外科、整形外科、⽿⿐咽喉科、産婦⼈科、
���⼩児科、泌尿器科、眼科、精神科、⽪膚科、
���脳神経内科、放射線科、⿇酔科、
���リハビリテーション科、救急科

⼊学⽀度⾦は、⼊学後の5⽉末までの申請が
必要となります。

（⼊学⾦相当額）

奨学⽣
募集

万円以内

万円以内

3030
最⻑ 年間！最⼤ 万円を貸付けします66 2,2602,260

※①、②いずれも無利⼦

mailto:jinko@city.kasai.lg.jp


将来、市⽴加⻄病院に勤務する意思を有する医学⽣
(1)住所要件はありません。(全国の医学⽣を対象とします。）
(2)⼤学在学中の医学⽣(1〜6年⽣)を貸付対象者とします。

(1)臨床研修を受けているとき。
(2)臨床研修修了後、専⾨研修を受けているとき。３年間限度
(3)医師の免許を取得しようとするとき。⼤学卒業後１年間限度
(4)加⻄病院の医師として勤務しているとき。当該勤務している期間
(5)⼼⾝の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学⾦の返還が困難である 
 �と認められるとき。１年間限度

(1)⽉額貸付⾦�30万円以内
(2)⼊学⽀度⾦�100万円以内(⼊学⾦相当額)
����⼊学⽀度⾦は、⼊学年度の5⽉末までに申請が必要です。
�※(1)(２)いずれも無利⼦での貸付となります。

申込書に基づき書類選考等を実施し、申込者へ貸付の承認(不承認)を通知

応募資格
(対象者)

奨学⾦の貸付けを受けた期間と同じ期間、市⽴加⻄病院に常勤の医師として勤
務した場合は、奨学⾦の返還を全額免除します(⼀部返還免除あり)。
※臨床研修期間の常勤医師としての期間は除く。

若⼲名

市⽴加⻄病院
貸付期間満了等から10年以内

3ヶ⽉(6⽉・9⽉・12⽉・3⽉)ごとに奨学⽣本⼈名義の⼝座に振り込みます。
貸付決定の⽉から⼤学を卒業するまで(最⼤6年間)。

加⻄市へ貸付申込書を提出
(1)⼤学の在学証明書 (2)応募理由書
(3)誓約書 (4)連帯保証⼈（２名）の印鑑証明書と所得証明書

【申込み〜申請までの流れ】

貸付⾦額

貸付⽅法
貸付期間
募集⼈数

勤務病院
返還期限

返還免除

返還猶予

加⻄市から貸付承認通知が届き次第、加⻄市へ貸付申請書を提出
(1)⽀払⼝座振込依頼書（初年度のみ提出）
(2)⼤学の在学証明書（年度ごとに提出）

加⻄市から申請者へ交付決定を通知
加⻄市から奨学⾦を奨学⽣本⼈の⼝座へ振込

申込書提出

承認(不承認)通知

申請書提出

交付決定通知

募集期間 随時

提出書類

提出書類


